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            座
談
会
で
は
、
開
催
地
区
ご
と
に
困

っ
て
い
る
こ
と
や
問
題
な
ど
を
テ
ー

マ
と
し
て
掲
げ
、
地
域
の
農
家
の
み
な

さ
ん
と
農
業
委
員
等
が
一
緒
に
な
っ

て
、
地
域
主
体
の
話
合
い
を
行
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
日
頃
の
悩
み
な
ど
を

地
域
で
共
有
し
、
解
決
に
向
け
て
話
し

合
い
ま
せ
ん
か
。
な
お
、
テ
ー
マ
を
設

定
し
な
い
地
区
で
は
、
農
業
に
関
す
る

相
談
に
対
応
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
今
回
は
農
業
委
員
等
の
公
募

に
関
す
る
説
明
を
合
わ
せ
て
行
う
予

定
で
す
。 

 

参
加
す
る
方
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
対
策
の
た
め
、
マ
ス
ク
の
着

用
及
び
手
指
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

当
日
体
調
確
認
及
び
連
絡
先
等
を
お

聞
き
し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。 

 

ま
た
、
感
染
症
の
感
染
状
況
に
よ
っ

て
は
、
急
遽
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
農
業

委
員
会
事
務
局
、
農
業
委
員
等
へ
直
接

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問
農
業
委
員
会
事
務
局 

☎
43-

９
１
６
４ 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

→ 

基盤整備の話を

聞きたい！ 

農地を貸したい

場合の手続は？ 

農
家
座
談
会
を 

開
催
し
ま
す 

何か活用できる

事業はある？ 

 

日にち 
時間 

(１時間程度) 
地区 会  場 テーマ 

12/15(木) 13：30 下長 
下長公民館 ホール 

☎28-8863 
農家よろず相談会 

12/16(金) 13：30 豊崎 
瑞豊館 生活研修室・生活実習室 

☎23-2618 

・農家よろず相談会 

・農地中間管理機構の活用 

12/17(土) 13：30 是川 
是川公民館 ホール 

☎96-1219 
農家よろず相談会 

12/19(月) 

10：00 中沢 
南郷事務所 大会議室 

☎82-2111 
農家よろず相談会 

13：30 
大館 

南浜 

大館公民館 ホール 

☎25-3331 
農家よろず相談会 

12/20(火) 13：30 市川 
市川公民館 ホール 

☎52-2319 

・圃場整備について 

・水田活用の直接支払交付金について 

12/21(水) 13：30 館 
館公民館 ホール 

☎27-5431 
農家よろず相談会 

12/22(木) 10：00 島守 
南郷 緑分館 和室 

☎82-3385 
農家よろず相談会 

12/23(金) 10：00 上長 
上長公民館 ホール 

☎23-3237 

農地を貸したい方借りたい方 

（農地バンクの利用について） 

※テーマを設定しない場合は「農家よろず相談会」としています。 
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今
回
は
、
是
川
地
区
の
野
菜
農
家
、
坂
野

強
さ
ん
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

◎
就
農
の
き
っ
か
け
は
？ 

平
成
１６
年
に
、
実
家
が
農
家
だ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
父
の
背
中
を
追
い
か
け
就
農
し
ま

し
た
。
今
か
ら
約
３
年
前
に
父
が
他
界
し
、

本
格
的
に
経
営
に
も
携
わ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
父
が
残
し
て
く
れ
た
お
い
し
い
野

菜
を
作
る
技
術
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

◎
現
在
の
経
営
内
容
は
？ 

ネ
ギ
を
約
８
反
歩
、
レ
タ
ス
を
約
４
反
歩
、

水
稲
を
約
４
反
歩
、
キ
ャ
ベ
ツ
・
白
菜
・
な
が

い
も
を
合
わ
せ
て
約
５
反
歩
作
付
け
し
て
い

ま
す
。 

         

          

◎
農
業
を
や
っ
て
い
て
楽
し
い
こ
と
、
大

変
な
と
こ
ろ
は
？ 

暑
さ
、
寒
さ
の
中
で
の
作
業
は
、
や
っ
ぱ

り
大
変
で
す
。
さ
ら
に
、
肥
料
の
値
上
が
り

や
天
候
不
順
への
対
応
な
ど
、
頭
も
身
体
も

休
み
が
な
い
で
す
。
で
も
、
「坂
野
さ
ん
の
野

菜
、
お
い
し
い
っ
！！
」と
言
っ
て
も
ら
え
る
こ

と
が
支
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

◎
自
分
の
栽
培
し
て
い
る
作
物
の
特
徴
、

こ
だ
わ
り
は
？ 

 

味
と
食
感
の
良
い
野
菜
を
作
る
た
め
、
有

機
肥
料
を
使
っ
た
生
産
を
し
て
い
ま
す
。
鮮

度
に
も
こ
だ
わ
り
た
い
の
で
、
地
元
の
ス
ー
パ

ー
の
協
力
の
下
、
「坂
野
さ
ん
家
の
ネ
ギ
」を

直
接
納
品
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

◎
今
後
の
目
標
は
？ 

野
菜
が
苦
手
な
人
で
も
食
べ
ら
れ
る
お
い

し
い
野
菜
を
作
り
続
け
る
こ
と
が
目
標
で
す
。

「坂
野
さ
ん
家
の
野
菜
が
食
べ
た
い
！！
」と

思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張

り
た
い
で
す
。 

   

去
る
８
月
26
日
、
階
上
町
道
仏
交
流
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
、
三
八
地
区
の
農
業
委
員
及

び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
出
席
し
、

三
八
地
区
農
業
委
員
会
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。 

大
会
の
議
案
審
議
で
は
、
第
１
号
議
案

「
物
価
高
騰
対
策
に
関
す
る
要
請
」
と
し
て
、

物
価
高
騰
下
に
お
い
て
も
長
期
的
に
営
農

継
続
で
き
る
よ
う
な
施
策
を
講
じ
る
こ
と

な
ど
が
、
ま
た
、
第
２
号
議
案
「
小
規
模
農

家
への
支
援
と
農
村
活
性
化
対
策
に
関
す
る

要
請
」で
は
、
担
い
手
の
育
成
に
加
え
、
高
齢
、

定
年
帰
農
、
新
規
就
農
等
多
様
な
人
材
が

共
存
し
、
地
域
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
発
展
す
る

た
め
の
農
村
活
性
化
対
策
を
講
じ
る
こ
と

な
ど
が
提
案
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
満
場
一

致
で
議
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

          

     

八
戸
市
農
業
委
員
会
は
、
９
月
12
日 

八
戸
市
庁
に
お
い
て
、
青
森
県
農
業
会 

議
の
農
業
者
年
金
担
当
者
を
講
師
に
迎 

え
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推 

進
委
員
を
対
象
と
し
た
農
業
者
年
金
制 

度
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

説
明
会
で
は
、
委
員
が
年
金
の
魅
力 

と
農
家
面
談
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
合 

い
ま
し
た
。 

農
業
者
年
金
を
知
ら
な
い
と
い
う
農 

業
者
が
な
く
な
る
よ
う
、
今
後
説
明
会 

で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
、
こ
れ
か
ら 

迎
え
る
農
閑
期
に
、
重
点
的
に
農
業
者 

年
金
の
周
知
や
加
入
の
呼
び
か
け
等
、 

加
入
推
進
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
き 

ま
す
。 

  

 

出荷準備の様子 

馬

場

 

豊  

齋
藤 

正
人 

 

下
舘 

 

敏 
 
 

オ
ラ
ほ
の

主催者を代表して挨拶する籠田会長 

 

 

説明会の様子 

委
員 

委
員 

委
員 

 

 

 

取
材
担
当 

是
川
地
区 

ネギ畑と坂野さん 
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提 

出 

書 

類 

等 

三八県税部にあります。 申請者が事前に準備してください。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

免
税
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
所
用
数
量
計
算
書(

農
業
用)

 

県
税
関
係
証
明
等
原
簿 

免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
共
同
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の 

提
出
の
期
限
の
特
例
指
定
申
請
書 

誓
約
書(

注
２)

 

免
税
軽
油
使
用
者
証
書
換
・
再
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
亡
失
届 

耕
作
証
明
書(

農
業
委
員
会
発
行)

 

免
税
軽
油
使
用
者
証(

前
年
以
前
交
付
の
も
の)

 

機
械
販
売
証
明
書
等 

軽
油
使
用
計
画
書 

前
年
度
軽
油
使
用
明
細
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書(

注
３)

 
 
(

軽
油
納
品
書
等
添
付(

写
し
可)

)
 

組
合
員
名
簿(

全
員
の
記
名
必
要
・
写
し
不
可)

 

組
合
定
款
・
規
約
及
び
総
会
の
議
事
録
謄
本 

切
手
４
６
０
円(

返
信
用
封
筒
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

封
筒(

長
形
３
号
・
１
２
０×

２
３
５
ｍ
／
ｍ)

 

県
収
入
証
紙
４
０
０
円 

(

県
税
関
係
証
明
等
原
簿
に 

貼
付
す
る
こ
と)

 

申

請

区

分 

個
人
・
共
同 

新 規 〇 〇 〇 〇 △1 以
下
の
方 

期
間
１
月
当
た
り
１
kℓ 

交
付
申
請
数
量
が
使
用 

〇   〇  〇      〇 〇 〇 

継 続 〇 〇       〇 〇    〇   〇 〇  

更 新 〇 〇 〇 〇 △1 〇   〇 〇    〇   〇 〇 〇 

防
除
組
合
等 

新 規 〇  〇 〇  〇   〇  〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 

継 続 〇        〇 〇  〇 〇 〇 〇  〇 〇  

更 新 〇  〇 〇  〇   〇 〇  〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 

共
通 

書 換   〇      〇   〇 △2        △3 

再交付   〇      〇 〇           〇 

 

令和５年３月以降の免税軽油に係る免税証の交付申請受付を、次のとおり行います。 

１ 申 請 受 付 日…令和４年 12 月２日(金)まで 

２ 申請受付場所…三八地域県民局 県税部課税第一課窓口 

３ 提出申請書類等…下表の申請区分に従って必要な書類等（〇の表示）を準備して申請してください。 
 

△１ 共同申請の場合、「免税軽油使用者証交付申請書」は「免税軽油使用者証共同交付申請書」となります。 

△２ 免税軽油使用者証から、機械を削除する場合は不要です。 

△３ 更新手続きと同日付で行う場合は不要です。 

注１ 新規…免税軽油使用者証を新たに申請する方 

   継続…免税軽油使用者証の交付日が令和３年３月１日以後の方 

   更新…免税軽油使用者証の交付日が令和３年２月 28日以前の方 

注２ 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して２年を経過しない者であること等、 

地方税法で定める欠格事項への該当がないことを誓約していただく書類です。 

注３ 「免税軽油の引取り等に係る報告書」及び「軽油納品書等」の提出がない場合は、免税証の交付ができ 

ません。 

 

（注 1） 
 

令和５年用農業用免税軽油の申請受付について 

問 三八地域県民局 県税部 課税第一課 髙橋 ☎27-5111 内線 210 
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新規の農地情報をお知らせします。詳細につい

て確認したい方は、「eMAFF 農地ナビ」をご覧い

ただくか、農業委員会までお越しください。新規

以外の情報は折込チラシにございます。 

農地転用・農地改良につきましては、農業委員

会や農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談

ください。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 
大字 小字 地番 

① 大久保 野馬小屋 8-3 畑 1,320 応相談 

② 長苗代 観音堂 36-2 
田 

（農用地） 1,983 応相談 

 

 

 
■農地を買いたい・借りたい方 

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

③農地台帳記載証明書 
（耕作証明書） 
※申出者が市外居住者の場合 

居住地の農業委員会 

 

 

■農地を売りたい・貸したい方           

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②全部事項証明書（土地） 法務局（登記所） 

③公図 法務局（登記所） 

④住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

 

農地情報への掲載について 
○農地情報掲載の提出書類一覧（全て１部） 

 

編
集
発
行 

令
和
４
年
11
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43-

９
１
６
４
） 

印
刷
部
数
３
，
８
０
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.84
円 

編
集
後
記 

 

収
穫
の
秋
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
暑
い
期
間
が
長
か
っ

た
の
で
す
が
、
青
森
は
春
も
夏
も
秋
も
短
い
よ
う
に
感
じ
ま

す
。 夏

の
大
雨
被
害
に
よ
り
、
お
米
の
収
穫
量
が
減
っ
て
い
る

そ
う
で
、
農
家
さ
ん
の
収
入
が
減
る
こ
と
も
心
配
な
の
で
す

が
、
わ
が
家
の
お
米
事
情
も
心
配
で
す
。
と
い
う
の
も
、
わ
が

家
は
米
余
り
と
は
無
縁
な
家
庭
で
、
毎
日
５
合
炊
い
て
も
、
夜

は
足
り
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
５
合
炊
き
の

炊
飯
器
を
買
い
替
え
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
農
家
さ
ん

は
お
米
を
高
く
売
り
た
い
、
消
費
者
は
お
米
を
安
く
買
い
た

い
、
地
元
の
農
家
さ
ん
と
の
お
米
専
用
の
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ

リ
が
あ
れ
ば
い
い
の
に
と
日
々
思
っ
て
い
ま
す
。 

年
中
忙
し
い
農
家
さ
ん
も
、
秋
の
収
穫
が
一
段
落
し
た
ら
、

で
き
る
限
り
身
体
を
休
め
、
来
シ
ー
ズ
ン
に
備
え
ら
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り
担
当 

深
堀 

   

農地法関係の申請受付日等について 
農業委員会で設定している、農地法第３・４・５

条の許可申請・届出の受付期間等をお知らせしま

す。 

 申請内容や申請書類については、事前に農業委員

会でご確認ください。 

※今年度の年間予定については、農業委員会の窓口

及び市ホームページへ掲載しています。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

農地法許可申請 

申請月 受付期間 
許可書の交付日 

3条/4･5条 
（30a以下） 

4･5条 
（30a超） 

11月 11/11-11/18 12/16 １/６ 

12月 12/12-12/20 １/19 ２/２ 

１月 １/11-１/20 ２/16 ３/６ 

※他法令との調整により、変更となる場合があります。 
農地法届出 

届出月 締切日 交付日 締切日 交付日 

11月 11/７ 11/15 11/21 11/30 

12月 12/５ 12/15 12/20 12/27 

１月 １/５ １/13 １/20 １/31 

 ◎３条申請…農地を農地として使うために売ったり、

貸したりする場合 

◎４・５条申請…農地に建物を建てたり、植林する等、

農地以外として使う場合 

※農地の売買、贈与、貸借、転用については、事前に

農業委員会へご相談ください。 
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は
農
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者
や
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地
所
有
者
等
に
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付
し
て
い
ま

す
が
、
既
に
離
農
し
て
い
る
、
八
戸
市
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ー
ム
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ー
ジ
で
閲
覧
で
き
る
等
に
よ
り
、紙
面
に
よ

る
配
付
を
不
要
と
さ
れ
る
組
合
員
様
が
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ら

れ
ま
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た
ら
、農
業
委
員
会
事
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局
ま
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お
知

ら
せ
く
だ
さ
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ま
す
よ
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お
願
い
い
た
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ま
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